
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿屋市社会福祉協議会では、視覚・聴覚に障がいのある方とのコミュニケーション方法

を学ぶ４つの講習会を開催します。 

手話奉仕員養成（基礎） 
令和３年 6 月 1１日～令和４年 1月 2１日 

毎週金曜日 全 30 回 

19:00～21:00（２時間） 定員 30名 

手話は聴覚に障がいのある方の重要なコミュ

ニケーションツールです。聞こえない人の「こ

とば」である手話を学んでみませんか？ 

令和３年 6 月８日～令和３年 1１月９日 

毎月 2・4火曜日 全 11回 

13:00～16:00（3時間） 定員 10名 

要約筆記奉仕員養成 

要約筆記は聞こえない人、聞こえづらい人

へ、必要としている情報や、その場の内容を

書いて伝えます。文字を介して 

コミュニケーションのお手伝 

いをしてみませんか？ 

令和３年 6 月１６日～令和３年 10 月 2７日 

毎週水曜日 全 20 回 

13:00～15:00（２時間） 定員 10名 

点訳奉仕員養成 

街中で見かける点字。なんて書いてあるか気

になったことありませんか？点字は生活の

中にたくさんあります。点字を 

読み書きできるようチャレンジ 

してみませんか？ 

令和３年 6 月１７日～令和３年 1１月４日 

毎月 1・3木曜日 全 10回 

13:30～15:30（２時間） 定員 20名 

音声訳奉仕員養成 

目の不自由な人に本や広報誌などの情報を

音声にして伝えるコミュニケーション手段

について学びます。 

声のボランティアをしてみ 

ませんか？ 

･･ 場 所 ･･ 
リナシティかのや 2階 

ボランティア室・情報研修室 等 

【お問合せ・お申込み】 

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 
鹿屋市大手町 1 番 1 号リナシティかのや 2階 

TEL:0994-44-2277FAX:0994-44-7757 

MAIL: info@kanoyasyakyou.jp 

お申込みの方は、氏名（ふりがな）・年齢・

住所・電話番号をお知らせください。 

今まで又は他の地域で手話『入門』の講座 

を受講修了された方が対象です 

〇受講料・テキスト代⇒無料です 

〇高齢者元気度アップポイント事業のポイ

ント対象となります！！ 

 
申込期日：令和３年５月１０日まで 


